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2026年診療報酬改定の詳細解説



機能強化加算
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【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含
むより的確で質の高い診療機能を評価する趣旨を踏まえ、機能強化加算について、新
たに以下を要件とする。
●外来データ提出加算、在宅データ提出加算の届出を行っていることが望ましい。
●業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に
業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

●健康保険法第六十八条の二第一項の規定により三年以内の期限が付された同法第六
十三条第三項第一号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。



生活習慣病管理料



令和7年8月6日入院医療等の調査・評価分科会【別添】資料編②より 5©LINKUP

出来高項目の追加

署名は不要に

血液検査等を少なくとも
６月に１回以上実施
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【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－②】

② 生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）の見直し

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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2026年5月8日 「疑義解釈（その5）」より

Q12
生活習慣病管理料（Ⅱ）に新設された、眼科医療機関連携強化加算と歯科医療機関連携強化加算に
ついて、当該加算の対象となる眼科や歯科への紹介に当たって、診療情報提供料（Ⅰ）を併せて算定す
ることは可能か。また、これらの算定が同月であっても算定可能か。

A12

算定可能。なお、この場合、診療情報提供料（Ⅰ）は、眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に
対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合に算定し、眼科医療機関連携強化加
算及び歯科医療機関連携強化加算は、次回診療時に、当該他の保険医療機関への受診状況について
確認した場合に算定することとなる。また、同一患者につき、眼科医療機関への紹介及び歯科医療機関へ
の紹介を行った場合には、同一月内であっても、それぞれの加算を算定して差し支えない。なお、当該眼科
及び歯科が同一の保険医療機関において標榜されている場合であっても、それぞれ算定可能である。

2026年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP

2026年3月23日 「疑義解釈（その1）」より
Q33 「Ｂ００１－３」生活習慣病管理料（Ⅰ）及び「Ｂ００１－３－３」生活習慣病管理料（Ⅱ）について、

「予約診療を実施している保険医療機関については、患者と相談の上、当該保険医療機関に次回受診する
日の予約を行うこと。また、予約診療を実施していない保険医療機関については、患者と相談の上、次回受
診する日を決めること。」とあるが、患者の都合により次回受診する日付が確定しない場合の対応如何。

A33 次回受診する日について患者と十分な相談を行ってもなお、当該患者の都合により予約又は受診を行う日付
が確定しない場合についても、次回の受診が必要な時期について、患者に対して十分な指導を行うこと。

Q34 「Ｂ００１－３」生活習慣病管理料（Ⅰ）の算定留意事項通知の(11)について、「他の医療機関で実施
した血液検査等の結果を参照できる場合等はこの限りではない。この場合、当該検査等の結果を診療録に
記載すること。」とあるが、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けている患者につい
て、当該検査の結果を参照できる場合も含まれるのか。

A34 含まれる。



【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－②】

② 生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）の見直し

©ASK/©LINKUP 82026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



地域包括診療加算
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【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－④】
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【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－④】

1. 評価体系及び対象患者の見直し
●認知症地域包括診療加算及び認知症地域包括診療料を統合
●対象患者に、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全又は慢性腎臓病等の疾患を有しており、
かつ、介護給付又は予防給付 を受けている要介護被保険者等である患者を追加する。

2. 連携薬局の要件の見直し
●24時間対応薬局の情報提供の要件が、緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛剤等の薬剤の院内処
方が可能な体制が整備されている保険医療機関に限り、24時間対応の体制が整備されていなくても
よいものとする。

3. 認知症患者への診断後支援の推進
●担当医が、地域包括支援センター等と連携し、認知症患者の診断後支援に係る取組について、患者
又はその家族に対して案内を行うことが望ましい旨を明記する。

4. 薬剤適正使用連携加算の見直し
●地域包括診療加算及び地域包括診療料は対象疾患が異なれば複数の医療機関で算定可能になった。
●そのため、他の保険医療機関にも併せて通院する患者について、薬剤適正使用連携加算が算定可能に
なった。

5. 外来データ提出加算の新設
●保険医療機関が診療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して
厚生労働省に提出している場合の評価を新設する。

6. 残薬対策・服薬管理等に係る要件の見直し
●診療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うことを要件とする。算定患者への
処方薬を把握し管理する手段の一つとして、電子処方箋システムの活用が含まれることを明確化する。
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【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－④】

1. 評価体系及び対象患者の見直し
●認知症地域包括診療加算及び認知症地域包括診療料を統合

＜改定前＞ ＜改定後＞
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【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－④】

1. 評価体系及び対象患者の見直し
●地域包括診療加算等の対象患者を以下のとおり拡大する

＜認知症を有する患者等の場合＞
以下の全てを満たす患者が対象となる。
(イ)認知症を有するもの又は介護給付若しくは予防給付を受けている要介護被保険

者等（要介護被保険者、居宅要支援被保険者）であるもの
(ロ)認知症以外の１以上の疾病（疑いを除く。）を有するもの
(ハ)同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていないもの

①１処方につき５種類を超える内服薬があるもの
②１処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬を合わせて３種類
を超えて含むもの

＜その他の慢性疾患等を有する患者＞
脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病（慢性維持透析を行って
いないものに限る。）若しくは認知症の６疾病のうち２以上（疑いを除く。）の疾
患を有する患者又は脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全若しくは慢性腎臓
病のいずれかの疾患を有しており、かつ介護給付若しくは予防給付を受けている要
介護被保険者等である患者（いずれの疾病にも、疑いは含まない。）



14©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－④】

当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等
を行うこと。
(ニ)院外処方を行う場合は以下のとおり

とする。
①調剤について24時間対応できる体制
を整えている薬局（以下「連携薬
局」という。）と連携していること。

当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等
を行うこと。
(ニ)院外処方を行う場合は以下のとおり

とする。
①調剤について24時間対応できる体制を
整えている薬局（以下「連携薬局」とい
う。）と連携していること。連携薬局に
ついては、24時間対応できる体制を整
えている薬局であること。ただし、当該
保険医療機関において緊急時に処方が必
要となる解熱鎮痛剤等の薬剤について、
院内処方が可能な体制が整備されている
場合にあっては、当該連携薬局について、
24時間対応できる体制が整備されてい
なくても差し支えない。

2. 連携薬局の要件の見直し
●24時間対応薬局の情報提供の要件が、緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛剤等の薬
剤の院内処方が可能な体制が整備されている保険医療機関に限り、24時間対応の体制
が整備されていなくてもよいものとする。

＜改定前＞ ＜改定後＞
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【Ⅳ－１後発医薬品・バイオ後続品の使用促進－①】

【処方箋料】
［算定要件］
(９) 同一の患者に対して、同一診療
日に、一部の薬剤を院内において投薬
し、他の薬剤を院外処方箋により投薬
することは、原則として認められない。
また、注射器、注射針又はその両者の
みを処方箋により投与することは認め
られない。

【処方箋料】
［算定要件］
(９) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を
院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬
することは、原則として認められない。ただし、緊急や
むを得ない事態が生じ、このような方法による投薬を
行った場合は、「Ｆ０００」調剤料及び「Ｆ１００」処
方料は算定せず、院内投薬に係る「Ｆ２００」薬剤及び
処方箋料を算定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、
その日付並びに理由を記載すること。ここでいう「緊急
やむを得ない事態」とは、常時院外処方箋による投薬を
行っている患者に対して、患者の症状等から緊急に投薬
の必要性を認めて臨時的に院内投薬を行った場合又は常
時院内投薬を行っている患者に対して、当該保険医療機
関で常用していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方箋
により投薬した場合をいう。
また、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により
投与することは認められない。

同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投
薬することは原則として認められていないが、緊急やむを得ずこのような投薬を行った場合の取扱いについて、
明確化する。

＜改定前＞ ＜改定後＞

参考
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【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－④】

3. 認知症患者への診断後支援の推進
●担当医が、地域包括支援センター等と連携し、認知症患者の診断後支援に係る取組に
ついて、患者又はその家族に対して案内を行うことが望ましい旨を明記する。

＜改定後＞【地域包括診療加算】【地域包括診療料】
［算定要件］
診療を担当する医師は、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員又は若年性認知症支
援コーディネーターと連携し、ピアサポート活動、本人ミーティング又は一体的支援事業等
の認知症患者の診断後支援に係る取組について、必要に応じて、認知症患者又はその家族に
対して案内を行うことが望ましい。
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【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－④】

4. 薬剤適正使用連携加算の見直し
退院日又は退所日の属する月から起算して２月目までに１回に限り，30点を所定点数に加算

●地域包括診療加算及び地域包括診療料は対象疾患が異なれば複数の医療機関で算定
可能になった。そのため、他の保険医療機関にも併せて通院する患者について、薬剤適正使
用連携加算が算定可能になった。

薬剤適正使用連携加算の算定要件
○算定対象患者
他の保険医療機関に入院又は介護老人保健
施設に入所した患者
○算定要件（以下の全てを満たす場合）
当該他の保険医療機関又は介護老人保健施
設と連携して薬剤の服用状況や薬剤服用歴
に関する情報共有等を行うこと
退院後又は退所後１月以内に当該他の保険
医療機関又は介護老人保健施設から処方内
容について情報提供を受けること
②の処方内容において、当該他の保険医療
機関又は介護老人保健施設において処方し
た薬剤の種類数が①よりも減少しているこ
と

薬剤適正使用連携加算の算定要件
○算定対象患者（以下のいずれかに該当）
他の保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所
した患者
他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受け
ている患者
○算定要件（以下の全てを満たす場合）
①当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対し
て、薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報提供を
行い、適切な連携を実施すること
②退院後若しくは退所後１月以内又は当該情報提供か
ら３月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健
施設から処方内容について情報提供を受けること
③②の処方内容において、当該他の保険医療機関又は
介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が①
よりも減少していること

＜改定前＞ ＜改定後＞
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【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－④】

5. 外来データ提出加算の新設
●保険医療機関が診療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータ
を継続して厚生労働省に提出している場合の評価を新設する。

（新）外来データ提出加算 10点
[算定要件]（概要・抜粋）
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを継続して厚生労
働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、月１回に限り10点を所定点数に加算する。

令和8年12月～令和9年1月
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【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－④】

6. 残薬対策・服薬管理等に係る要件の見直し
●診療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うことを要件とする。
算定患者への処方薬を把握し管理する手段の一つとして、電子処方箋システムの活用が含
まれることを明確化する。

【地域包括診療加算】【地域包括診療料】
［算定要件］
オ当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
(イ) （略）
(ロ) 他の保険医療機関と連携並びにオンライン資格確認及び電子処方箋システム等を活用し
て、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を
全て管理し、診療録に記載すること。また、当該情報に基づき、薬物有害事象のリスクの低減、
患者の服薬アドヒアランスの向上や服薬負担の軽減のために処方内容の調整を行う必要が
ある場合には、当該他の保険医療機関へ処方の変更を依頼するなどにより、処方内容の調整
を行うこと。併せて、患家における残薬の状況を患者又はその家族から聴取し、その状況に応
じて適切な服薬管理及び処方内容の調整を行うこと。また、担当医の指示を受けた看護職員
等が情報の把握を行うことも可能であること。



©ASK/©LINKUP

【Ⅳ－４－１重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方への対応－⑤】

202026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



外来データ提出加算・充実管理加算



22©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

改定前 改定後

生活習慣病管理料 外来データ提出加算 50点
充実管理加算1 30点
充実管理加算2 20点
充実管理加算3 10点

地域包括診療料
地域包括診療加算 新設 外来データ提出加算 10点

疾患別リハビリ リハビリテーション
データ提出加算 50点

リハビリテーション
データ提出加算 50点

在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合
管理料

在宅データ提出加算 50点 在宅データ提出加算 50点

同
一
月
の
併
算
定
不
可



23©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



24©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



25©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



26©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



27©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



28©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



29©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



30©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



31©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



32©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



33©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



34©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



35©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



36©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



37©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



38

【Ⅲ－２－１ データを活用した診療実績による評価の推進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

＜改定前＞
外来データ提出加算 50点

＜改定後＞
充実管理加算1 30点（届出医のうち上位20％）
充実管理加算2 20点（届出医のうち上位50％）
充実管理加算3 10点



39©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



40©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より



41©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より

1の例



42©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より

2の例



43©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より

2の例



44©ASK/©LINKUP 2026年5月14日厚生労働省保険局医療課「外来データ提出加算等に係る説明資料」より

2の例



45

2026年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP

2026年3月23日 「疑義解釈（その1）」より【外来データ提出加算及び充実管理加算】
Q4 既に「Ｂ００１－３」生活習慣病管理料（Ⅰ）及び「Ｂ００１－３－３」生活習慣病管理料

（Ⅱ）の注４に規定する充実管理加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関において、新たに
外来データ提出加算（地域包括診療加算及び地域包括診療料）の施設基準の届出を行う場合、改
めて様式７の10 の届出を行う必要があるか。

A4 改めて様式７の10 の届出を行う必要がある。なお、既に充実管理加算に係る施設基準の届出を行っ
ている医療機関においては、様式７の10 の届出の期限後の直近の外来試行データの作成対象月のデー
タをもって、外来試行データに代えることができる。

Q5 外来データ提出加算（地域包括診療加算及び地域包括診療料）を新たに算定する場合、具体的に
どのような手続きを行う必要があるか。

A5 令和８年11 月20 日までに様式７の10 の届出を行い、試行データ提出の実績が認められた保険医
療機関として厚生労働省保険局医療課より事務連絡があった保険医療機関であって、令和９年４月１
日までに様式７の11 の届出を行った保険医療機関においては、同月から算定が可能となる。詳細は、厚
生労働省保険局医療課より発出される事務連絡を参照されたい。

【充実管理加算】
Q7 「令和８年３月31日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注４に係る

届出を行っている保険医療機関については、令和９年３月31日までの間に限り、２の(１)のア、３の
(１)のア及び４の(１)のアを満たしているものとする。」とあるが、令和８年３月31日時点において現
に生活習慣病管理料（Ⅰ）又は生活習慣病管理料（Ⅱ）の注４に規定する外来データ提出加算を
算定している必要があるか。

A7 充実管理加算に係る当該経過措置については、令和８年４月１日から生活習慣病管理料（Ⅰ）又
は生活習慣病管理料（Ⅱ）の注４に規定する外来データ提出加算を算定できるよう、試行データが適
切に提出されているものとして厚生労働省保険局医療課より通知を受けた上で、令和８年３月31日ま
でに様式７の11の届出を行い、地方厚生局への手続を終えていればよく、３月に外来データ提出加
算を算定している必要はない。

2026年4月20日 「疑義解釈（その3）」より



電子的診療情報連携体制整備加算



47

【Ⅲ－３ 医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



48

【Ⅲ－３ 医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



49

2026年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP

【電子的診療情報連携体制整備加算】
Q１ 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にど

のような体制を指すか。
A１ 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋

を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で
調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。

Q2 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子処方箋管理サービスとの接続インター
フェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。

A2 電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として
公表されている状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトか
ら運用開始日入力を行うこと。

Q3 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子カルテ情報共有サービスとの接続イン
ターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか

A3 電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子カルテ情
報共有サービス対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療
機関等向け総合ポータルサイトに示されている方法で入力を行うこと。
※ 現在、ポータルサイトでの入力機能及び厚生労働省ウェブサイトにおける公表ページは準備中のため、
準備が整い次第、詳細については両サイトで公表予定。

2026年4月21日 「疑義解釈（その4）」より

【電子的診療情報連携体制整備加算】
Q3 令和８年５月31 日において現に医療ＤＸ推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準

を届け出ている保険医療機関が、同年６月１日以降に電子的診療情報連携体制整備加算を算定す
る場合は、改めて届出を行う必要があるか

A3 改めて届出を行う必要がある。

2026年3月23日 「疑義解釈（その1）」より



大病院からの逆紹介受入の評価
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【Ⅱ－４－１ 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患者の逆紹介の推進－①】

©ASK/©LINKUP

⇒50‰未満
⇒40‰未満

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅱ－４－１ 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患者の逆紹介の推進－①】

©ASK/©LINKUP

⇒50‰未満
⇒40‰未満

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



診療情報提供（Ⅰ）250点

連携強化診療情報提供料150点
情報提供

B011 連携強化診療情報提供料 １５０点（月1回）
• 他の保険医療機関から紹介された患者について、他の保険医療機関からの求めに応じ（⇒共同で治療管理を

行なうことを医療機関との間で合意に基づいた紹介であって）、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を
提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回（⇒３月に1回）に限り算定する。

患者紹介

53©LINKUP

外来機能分化(2人主治医制・連携強化診療情報提供料）

イ 診療所又は許可病床数が200床未満の病院
ロ 特定機能病院、地域医療支援病院（一般病床の数が200床未満であるものを除く。）、

外来機能報告対象病院等
許可病床数が400床以上である病院（一般病床の数が200床未満であるものを除く。）

連携強化診療情報提供料150点
情報提供



健診・予防接種の受診後の初再診料



©ASK/©LINKUP

【Ⅲ－１患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価－②】

552026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



精神医療



57

【Ⅲ－５－４ 質の高い精神医療の評価－⑪】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



2026年3月31日 「疑義解釈（その2）」より

【通院・在宅精神療法】

問83 「Ｉ００２」通院・在宅精神療法の「注 12」について、算定留意事項において、「再診においてオンライン
精神療法を行う場合には、当該患者に対して、情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医
療機関の精神科を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去１年以内の期間に、対面診療又は「注
12」に定める情報通信機器を用いた精神療法（キの要件を満たす初診のものに限る）を行っているこ
と。」とあるが、対面診療又は「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法（キの要件を満たす初
診のものに限る）のいずれかを過去１年以内の期間に行っている必要があるということか。

答83 そのとおり。

問84 「Ｉ００２」通院・在宅精神療法の「注13」に関する施設基準において、「令和８年５月 31 日時点に
おいて、精神医療に20 年以上従事していること。」とあるが、具体的にはどのようなものが「精神医療に従
事していること」に該当するか。

問84 常態として、以下の業務に従事している期間が該当する。
・保険医療機関において主として精神科の診療業務を行っている
・精神保健福祉センター等の行政機関において主として精神保健医療にかかる業務に従事している
・これらの業務と精神保健医療に関する教育・研究等の業務を兼務している

2026年診療報酬改定・Q&A

©ASK/©LINKUP 58



59

【Ⅲ－５－４ 質の高い精神医療の評価－⑰】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－５－４ 質の高い精神医療の評価－⑬】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－５－４ 質の高い精神医療の評価－⑯】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－５－４質の高い精神医療の評価－⑱】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



訪問診療



64

【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－①】

① 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の見直し

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



65©LINKUP

看取り実績／緊急往診実績／鎮痛剤等の投与実績／経験もしくは研修を受けた医師

【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－①】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



©ASK/©LINKUP 662026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



67©LINKUP

看取り実績／緊急往診実績／鎮痛剤等の投与実績／経験もしくは研修を受けた医師

【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－④】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



68©LINKUP

看取り実績／緊急往診実績／鎮痛剤等の投与実績／経験もしくは研修を受けた医師

【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－⑥】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



69©LINKUP

看取り実績／緊急往診実績／鎮痛剤等の投与実績／経験もしくは研修を受けた医師

【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－②】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



2026年診療報酬改定・Q&A 2026年4月1日 「疑義解釈（その2）」より

【在宅療養支援診療所・病院】
問88 「患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書によ

り患家に提供していること。」とあるが、氏名を明らかにせずに説明することは可能か。
答88 不可。当該保険医療機関（連携型機能強化型在宅療養支援診療所・病院の場合は連携体制を構

築するいずれかの保険医療機関）において雇用契約のない医師を当該文書に掲載することも認められな
い。

問89 「やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該
往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医
師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るもの」によって往診体制を確保することと
されているが、面談はどのように実施すればよいか。

答89 往診担当日の前日以前に、往診医が当該保険医療機関に直接訪問することによる対面での面談又は
当該保険医療機関が開催若しくは参画するカンファレンスへの対面での出席により、実施すること。なお、
カンファレンスには、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院の施設基準に「当該在宅支援連
携体制を構築する保険医療機関間において、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月１回以
上の定期的なカンファレンスを実施すること。」として定めるカンファレンスを含む。

問90 「やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該
往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医
師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るもの」によって往診体制を確保することと
されているが、診療方針等の共有とは具体的にどのような情報を共有するのか。

答90 以下を含むものであること。
・ 当該保険医療機関が訪問診療を実施している患者の診療情報（特に直近の訪問診療日に増悪が
あった患者や往診担当日に急変の可能性のある患者については、その詳細）や今後の診療方針等
・ 緊急時の入院医療機関の連絡先等、地域ごとの医療提供体制に関する特有の情報
・ 当該保険医療機関における物品（医療材料等）や電子カルテの使用方法等、診療を実施する上で
必要な事項 70



2026年診療報酬改定・Q&A 2026年4月1日 「疑義解釈（その2）」より

【在宅療養支援診療所・病院】
問91 「当該診療所において、患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、

担当日等を文書により患家に提供していること。（中略）なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏
名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機
関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共
有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当し
ない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は
常時１人以下であること。」とあるが、患家に文書で提供している往診担当医についても、事前の面談は
必要か。

答91 往診担当医が当該保険医療機関において訪問診療等に従事している、又は訪問診療等に従事してい
る医師と同じ保険医療機関内で日常的に対話をしている医師以外の医師の場合は、面談が必要。面
談の実施方法及び共有すべき内容については、患家に事前に氏名を提供していない往診医の場合（問
88 及び問89）と同様とする。

【連携型在宅療養支援診療所・病院】
問92 特掲診療料の施設基準通知第９の１の（２）のアの③に定める、連携型の機能強化型在宅療養支

援診療所の24 時間往診体制の要件における「往診担当日の前日又はそれ以前において当該保険医療
機関の診療録を閲覧できる医師であって、必要に応じて往診の対象となる患者の診療方針等について訪
問診療を行う医師と共有している、当該保険医療機関からの往診経験を10 回以上有する往診担当医
師」が往診を担当する場合、診療方針等の共有とは具体的にどのような情報を共有するのか。

答92 以下を含むものであること。
・ 当該保険医療機関が訪問診療を実施している患者の診療情報（特に直近の訪問診療日に増悪が
あった患者や往診担当日に急変の可能性のある患者については、その詳細）や今後の診療方針等
・ 緊急時の入院医療機関の連絡先等、地域ごとの医療提供体制に関する特有の情報
・ 当該保険医療機関における物品（医療材料等）や電子カルテの使用方法等、診療を実施する上で
必要な事項
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看取り実績／緊急往診実績／鎮痛剤等の投与実績／経験もしくは研修を受けた医師

【Ⅱー５ー２重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価－③】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－⑥】

©ASK/©LINKUP 732026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－⑥】

⑥ 在宅時医学総合管理料等及び 在宅療養支援診療所等の見直し

©ASK/©LINKUP 74

①訪問診療を月２回以上行う患者数が一定数未満であるか、②別表８の２と３に該当
する、特別な管理が必要な在宅療養の患者さんの割合が、一定以上である

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－⑥】

⑥ 在宅時医学総合管理料等及び 在宅療養支援診療所等の見直し

©ASK/©LINKUP 752026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



オンライン診療
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【Ⅲ－３－２ 外来、在宅医療など、様々な場面におけるオンライン診療の推進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



78

【Ⅲ－３－２ 外来、在宅医療など、様々な場面におけるオンライン診療の推進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－３－２ 外来、在宅医療など、様々な場面におけるオンライン診療の推進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－３－２ 外来、在宅医療など、様々な場面におけるオンライン診療の推進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



2026年4月1日 「疑義解釈（その2）」より【第３部検査 第１節検体検査料 第１款検体検査実施料】
問62 「Ｃ００５」在宅患者訪問看護・指導料、「Ｃ００５ー１－２」同一建物居住者訪問看護・指導料又

は「Ｃ００５ー１－３」訪問看護遠隔診療補助料の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対
して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該
保険医療機関の看護師又は准看護師が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合
は、第１節第１款検体検査実施料を算定することが可能か。

答62 可能。

2026年診療報酬改定・Q&A
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2026年5月8日 「疑義解釈（その5）」より【訪問看護遠隔診療補助料等】

Q13

区分番号「Ｃ００２」在宅時医学総合管理料及び区分番号「Ｃ００２－２」施設入居時等医学総
合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場
合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診療料は、「疑義解釈資料の送付について（その１）」
（令和４年３月31日事務連絡）別添１の問169において、別に算定できないとされているが、情報通
信機器を用いた診療に際し、看護師等が患家を訪問し、医師の指示で看護師等遠隔診療検査実施料、
看護師等遠隔診療注射実施料及び看護師等遠隔診療処置実施料の対象となる検査、注射又は処置
を実施した場合、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔
診療処置実施料をそれぞれ算定できるか。また、訪問看護遠隔診療補助料は算定できるか。

A13

情報通信機器を用いた場合の再診料は別途算定可能であり、看護師等遠隔診療検査実施料、看護
師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料は要件を満たした場合にはそれぞれ算
定できる。ただし、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に包括されている処置
については算定できない。また、計画的な診療に当たるため、訪問看護遠隔診療補助料は算定できな
い。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和４年３月31日事務連絡）別添
１の問169は廃止する。
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2026年5月8日 「疑義解釈（その5）」より

【看護師等遠隔診療検査実施料等】

Q14

保険医療機関が表示する診療時間内に患者が当該保険医療機関を受診した際に、やむを得ない事情
等により医師が不在であった場合であって、当該保険医療機関の保険医が当該患者に対して情報通信
機器を用いた診療を行った場合に、当該保険医の指示により、当該保険医療機関の看護師等が、看護
師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料の対
象となる検査、注射又は処置を実施した場合には、それぞれ当該検査、注射又は処置に係る所定点数
に代えて看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処
置実施料を算定するのか。

A14 そのとおり。

2026年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP



1．かかりつけ医機能を意識した対応
・機能強化加算の算定
・時間外対応加算への挑戦（オンコール当番設定）
・地域包括診療加算の算定（かかりつけ医機能で求められている内容が要件：将来対策）
・地域包括診療料への挑戦（高齢：地域包括診療料／高齢以外：生活習慣病管理料）

2．通えない、通いづらい患者さんへどのように対応するのか
・在宅医療 ・オンライン診療
・訪問看護との連携：介護保険で訪問看護を組み込みオンラインでの対応
・高齢家庭の増加に対応すべく、介護認定の推進（ケアマネとの連携）、介護サービスの設定

3．大病院含む病院との連携強化
・逆紹介を受けるべく、当院の機能を紹介するパンフレット等を病院の連携室に提示

4．電子カルテ含むICTへの対応強化
・外来データ提出が拡大していく（紙カルテによるデータ作成は非効率）
・看護師、医事スタッフの確保にもつながる

5．人財確保のための対応
・ベースアップ評価料は必須

6．今後の改定は総力戦
・全職員で改革を進めるために、これからの改革の流れと改定内容を知る。
・患者さんの不安や気持ちに寄り添う対応（全スタッフ）

83©LINKUP

まとめ（クリニック・外来）



linkup@linkuplabo.com
〒812-0013
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TEL：092-409-9783  FAX:092-409-9784

http://linkuplabo.com/
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Ｏ１００ 物価対応料

©ASK/©LINKUP

５．物価対応料
令和８年度及び令和９年度の物価上昇に段階的に対応するため、基本診療料・調剤基本料等の算定に
併せて算定可能な加算として、物価対応料を新設する。

改定後

（新） 物価対応料（１日につき）
※１及び２の点数について、令和９年６月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。

2026年3月5日開催「中医協」資料より

1．外来・在宅物価対応料 初診時 再診時等 訪問診療時

2点 2点 3点

2．入院物価対応料 14日内 15～30日内 31日以上

有床診療所入院基本料１ 72点 56点 48点

有床診療所入院基本料２ 65点 49点 44点

有床診療所入院基本料３ 48点 45点 42点

有床診療所入院基本料４ 65点 51点 43点

有床診療所入院基本料５ 58点 44点 40点

有床診療所入院基本料６ 43点 40点 38点

有床診療所療養病床入院基本料A 28点

有床診療所療養病床入院基本料B 25点

有床診療所療養病床入院基本料C 22点

有床診療所療養病床入院基本料D 17点

有床診療所療養病床入院基本料E 15点
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